
 
 

２００５年度計画修繕工事業者選定までの経過概要 

去る８月6日（土）午後７時から開催された「理事会」において、２００５年度計画

修繕工事業者を、「建装工業株式会社」とすること及び建築工事費として、××××

円（消費税込み）とすることが、出席理事全員の賛意をもって承認・決定しました。 

以下に、決定に至る概要をお知らせします。 

 

5月２２日  

第２6回通常総会で特別議決第一号議案「2005年度計画修繕工事（案）」が、工事

内容ごとに４つの議案として提案され承認可決されました。 

5月24日～３１日 

修繕委員会及び規約委員会委員を広く皆さんからご協力を得るため公募を行いました。 
6月 4日 

第１回修繕委員会を開催し、「2005年度計画修繕工事事業者公募」について、その

方法を一般公開見積合せ方式とし、６月１３日から６月２４日まで管理組合ホームペ

ージでの公募を行うこととしました。併せて、6月１５日付け業界紙「建通新聞」に

掲載をしました。 

６月2６日 

公募期間内に２４社の応募があり、提出書類のうち「経営事項審査通知書」の経営規

模、完成工事高、技術力、社会性及び経営状況の各種評点の平均点以上を条件として、

修繕委員会において、客観的・合理的に書類審査を行いました。 
見積参加事業者として「経営事項審査通知書」各種評点の５項目平均点以上をクリヤ

したＴＯ社・ＴＡ社・ＫＩ社の３社が先ず選考され、次いで各種評点の４項目平均点

以上をクリヤしたＮＩ社・ＡＮ社・ＪＦ社・ＡＳ社・ＨＺ社・ＳＥ社の６社を選定し

ました。 
当管理組合からの既発注工事実績のあるＯＤ社・ＦＵ社の２社と今話題になっている

談合防止の観点から、ゼネコン以外の専門業者３社を加えた１４社を選考しました。 
７月  ２日 

見積参加事業者１４社を以下のグループに分け現場説明会に望みました。 

11時から 第一グループ７社 

13時から 第二グループ７社 

工事見積参加事業者への図渡し及び説明の後、各グループごとに団地内タイプ別工事

対象号棟の案内を行い、各社ごとの現場調査の日時指定を行いました。 

７月 15日 

各社ごとの工事仕様書及び現場調査に基づく，宮城設計一級建築士事務所宛の質疑を

締め切りました。 

７月 １６日 

宮城設計一級建築士事務所で取りまとめた質疑内容についての共通回答書の審議を

修繕委員会において行いました。 

７月 １9日 

１４社に対して共通質疑回答書を送付しました。 

７月２２日 

見積辞退をしたＡＮ社を除く１３社の見積が出揃いました。 
７月２３日 

修繕委員会を招集し、見積応募１３社の見積書の公開開封を行いました。 

７月２４日  

前日に公開開封された見積書の各工事工程ごとに、１３社の見積比較表を宮城設計一

級建築士事務所で作成していただき、工事仕様書との項目ごとの齟齬内容の確認と詳

細解説、各１３社の現地調査状況記録の報告、現場代理人の履歴紹介、大規模修繕工

事実績、会社概要等を修繕委員会委員全員での情報共有を行いました。 

第２６回通常総会承認工事金額××××円のうち、設計監理費××××円と実費精算

見込み準備金××××円を差し引いた××××円が今回の計画修繕工事金額の上限

金額となるため、この上限金額を上回る金額での見積金額を提出した8社（見積金額

××××円～××××円）を修繕委員会全員の賛意に基づき、選考外とした。 

この時点で残る5社のうち、ＫＩ社は他の４社に較べて工事仕様書に基づく現地調査

に費やした時間が、僅か２時間ということと見積は５社中２番目の安い金額提示であ

ったが、経費率が全見積参加社中一番高い金額となっており、実工事にあたり、あっ

てはならない「安かろう悪かろう」の懸念ありとの全修繕委員会委員の一致した見解

に基づき、選考外とすることにしました。残った４社に対して、発注見込み業者とし

て今回の計画修繕工事に対する各社の取組姿勢や工事の成否を左右する現場代理人

との直接面談を行う業者面談（ヒヤリング）を行うこととしました。 
KE社・FU社・TO社・NI社の４社についてのプレゼンテーションと最終面談を行う 

にあたり、この時点での４社見積結果は、次のとおりであった。（消費税込み） 

ＫＥ社 ××××円   ＦＵ社 ××××円 

ＴＯ社 ××××円   ＮＩ社 ××××円 

７月３０日 

ＮＩ社（９：３０）ＴＯ社（１１：００）ＦＵ社（１３：３０）ＫＥ社（１５：００）

に１社ずつ、時間差を設け各社からのプレゼンテーションと質疑応答を行いました。 
質疑内容として、工事に当たっての安全対策、工事仕様書と見積内容の齟齬確認、現

場代理人の現地調査への参加の有無、見積提示額に対する管理組合からの再検討要求

に対する可否等々・・・４社に対してほぼ共通した質疑を行い、修繕委員個人個人の 

判断情報の共有化を図りつつ行いました。 

引き続き、１６時から修繕委員会を開催し、工事費用、現場代理人の資質・人柄、施

工会社としての修繕工事の実績や工事に対する熱意、住民対応の理解度、防犯対策や

安全対策についての計画、当団地特有のタイプ別工程計画・・・等々、各委員からの 

率直な意見・感想の交換を行い、最終的に見積金額が一番安く、現場代理人が直接現

地調査に参画して延べ５０時間を超える綿密な事前調査を行うなど、他社から群を抜

いている「建装工業株式会社」を施工会社とすることが、出席修繕委員会委員２３名

中２１名の賛同を得て内定しました。（他の２名の意志表示はＦＵ社１名・棄権１名） 

残念ながら、施工会社として残れなかった３社へのヒヤリングでも、それぞれ相応な 

事業者であり、何処へお願いしても遜色ない修繕工事の竣工が見込まれましたが、何

と言っても「建装工業株式会社」を超えるまでには至りませんでした。 

なお、「建装工業株式会社」に対して、8月6日14時から行う最終交渉で屋上防水

工事に際して工事仕様書では屋上出入り口ハッチを利用して作業員が出入りするこ

ととなっているが、施工作業の効率化、安全対策、住民との接触を回避するために5

階建て妻側に昇降用足場を設置することとして交渉することになりました。 

８月 ６日 

１４時から「建装工業株式会社」と松下理事長、牧野副理事長、加藤総務部長、東野

財務部長，浜施設管理副部長(途中出席)及び宮城設計一級建築士事務所が、最終交渉

を行いました。 

管理組合員889世帯の貴重な修繕費積立金を使用する計画修繕工事の遂行にあたり 

工事仕様書に基づいた工事の完全履行と住民が居住しながら行う修繕工事のため、安

全確保面に特に留意することが確認されました。 

安全確保の見地から、修繕委員会からも要望のあった昇降用足場設置については、工

事仕様書に含まれていないことから、あらたに見積提出を事前に建装工業に伝えてお

きました。提出された昇降用足場設置見積金額は××××円(税込み)でしたが、管理

組合としては、粘り強く交渉の結果、提出済工事見積金額に足場設置費用を含めると

いうことで合意しました。 

更に、躯体補修等実際に工事をしてみないとその実数が判明しない実費精算部分の 

費用も見積価格に対して×%を超えた部分のみ、管理組合で負担するということで 

合意しました。 

また、万が一、建装工業が工事続行が不可能な経営状態等になった場合の工事履行保

証を同業他社のＳＡ社と行うことが確認されました。 

以上のとおり、計画修繕工事施工業者選定の経緯についてお知らせします。 

 

 

建装工業㈱現場代理人によるプレゼンテーション 

 

修繕委員会における業者選定会議 

 

ここまでに至る修繕委員会、理事会、宮城設計一級建築士事務所、他、関係

各位に心より謝意を表します。 
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